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※（　）内は前月比

薬
局
薬
剤
師
）

☆
3
月
４
日
㊊
～
12
日
㊋
に
、
左
記
へ

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

★
本
宮
行
政
局 

住
民
福
祉
課

★
０
７
３
５
（
４
２
）
０
０
０
４

市の人口
令和 6年 1月末現在

男 18 人　女 14 人

  男 32,123 人
  女 36,234 人
  計 68,357 人

34,840 世帯 （-25）

（-42）
（-49）
（-91）

人口

世帯数

1月の出生

■市県民税 給与特別徴収…2 月徴収分
■国民健康保険税 普通徴収…第 9 期分
■介護保険料 普通徴収…第 9 期分
■後期高齢者医療保険料 普通徴収…第 9 期分
※納期限後の納付は、督促手数料及び延滞金を加算する場合があ
ります。

3 月の納税等

家
族
介
護
教
室
を
開
催
し
ま
す

　

皆
さ
ん
が
普
段
、
服
用
し
て
い
る
薬

に
つ
い
て
、
基
本
的
な
知
識
や
効
果
的

な
服
用
方
法
を
お
伝
え
し
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

★
★
３
月
14
日
㊍  

13
時
30
分
～
15
時

★
本
宮
行
政
局
３
階
「
大
会
議
室
」

★
30
名
［
先
着
］

■
講
演　

薬
の
基
礎
知
識

■
講
師　

大
前 

亜あ

き紀
さ
ん
（
く
ま
の

令
和
６
年
度
市
営
住
宅
維
持
修

繕
美
装
工
事
の
登
録
業
者
を
募

集
し
ま
す

　

突
発
的
な
緊
急
修
繕
工
事
や
入
居
者

が
退
去
後
に
行
う
入
替
修
繕
工
事
な
ど

を
依
頼
す
る
登
録
業
者
を
募
集
し
ま

す
。
登
録
地
域
は
、
旧
田
辺
市
及
び
各

行
政
局
管
内
の
5
地
域
に
区
分
し
て
い

ま
す
。
登
録
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆
３
月
1
日
㊎
～
31
日
㊐
［
消
印
］
に
、

左
記
へ
申
請
書
を
持
参
又
は
郵
送
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
請
書
等
は
、

左
記
で
配
布
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

■
登
録
の
有
効
期
間　

令
和
６
年
５
月

1
日
～
令
和
７
年
3
月
31
日

【
登
録
業
者
説
明
会
】

★
★
４
月
11
日
㊍ 

10
時
～

☆
本
庁
舎
３
階
「
第
一
会
議
室
」

※
欠
席
さ
れ
た
方
に
は
書
類
を
送
付
し

ま
す
。

☆
◇
建
築
課 

市
営
住
宅
係
（
社
会
福

祉
セ
ン
タ
ー
1
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
１

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
６

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/kenchiku/index.htm
l

◇
各
行
政
局 

産
業
建
設
課

☆
23
ペ
ー
ジ
参
照

市
営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■
募
集
住
宅

◇
旧
田
辺
市
内

《
新
庄
》
内
之
浦
５
…
２
戸

《
上
の
山
》
御
所
谷
１
…
２
戸

《
上
の
山
》
御
所
谷
２
…
１
戸

《
新
万
》
新
万
８
…
１
戸
［
単
身
可
］

◇
大
塔
行
政
局
管
内

《
鮎
川
》
鮎
川
津
呂
３
…
１
戸

■
語
句
説
明

﹇
単
身
可
﹈
単
身
者
で
も
可
能

■
間
取
り
・
家
賃
等

　

住
宅
や
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

☆
３
月
１
日
㊎
～
21
日
㊍
［
消
印
］
に
、

左
記
へ
申
請
書
を
持
参
又
は
郵
送
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
請
書
等
は
、

左
記
又
は
各
行
政
局
産
業
建
設
課
（
23

ペ
ー
ジ
参
照
）
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

■
そ
の
他

　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
で
決
定

し
ま
す
。
抽
選
は
３
月
28
日
㊍
10
時
か

ら
、
本
庁
舎
３
階
「
第
一
会
議
室
」
で

行
い
ま
す
。

☆
建
築
課 

市
営
住
宅
係
（
社
会
福
祉

セ
ン
タ
ー
1
階
）

〒
６
４
６
―

８
５
４
５　

新
屋
敷
町
１

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
３
６

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

　

市
民
の
方
々
に
広
く
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
産
直
市
場
よ
っ
て
っ
て
い
な

り
本
館
で
、
3
月
８
日
㊎
11
時
か
ら
1

時
間
程
度
、
街
頭
啓
発
を
行
い
ま
す
。

　

た
な
べ
る
で
は
3
月
1
日
㊎
～
27
日

㊌
ま
で
、
こ
こ
ろ
関
連
の
図
書
を
紹
介

す
る
啓
発
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
障
害
福
祉
室 

障
害
福
祉
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
１
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
２

　　防災コラム備えて
安心！

　津波は多くの場合、海底で地震が起きて
から、陸上でも揺れを感じ、やがて津波が
襲来します。しかし、地震の揺れ自体は小
さくても、大きな津波が襲来することがあ
り、このようなタイプの地震は「津波地震」
と呼ばれています。
　明治 29 年に発生した明治三陸地震津波
はその代表例です。この地震では陸上で震
度 2 ～ 3 程度の小さな揺れしか感じられな
かったにも関わらず、最大 38m の大津波
が青森県から宮城県にかけての太平洋沿
岸を襲い、日本の津波災害史上最大の約
22,000 人にのぼる死者を出しました。

　このような津波地震が発生する理由の一
つは、「断層のゆっくりとした動き」です。
海底の断層が急速に破壊されると、陸上で
は強い地震の揺れを感じます。しかし、断
層の破壊がゆっくりと進行することもあり
ます。その場合、陸上では地震の揺れをあ
まり感じません。
　どちらも破壊された断層の面積とずれ動
きの量は同じなので、津波も同じように発
生します。
　「地震の揺れが小さいから津波は大丈夫」
と安心せず、津波警報が発表された場合は
すぐに高台に避難することが大切です。

第 97 回　地震の揺れが小さくても大津波が来ることが

■
掲
載
車
両

◇
田
辺
地
域
で
運
行
し
て
い
る
路
線
バ

ス
（
長
野
線
、
上
芳
養
線
）

◇
龍
神
・
中
辺
路
・
大
塔
・
本
宮
の
各

地
域
で
運
行
し
て
い
る
住
民
バ
ス

■
掲
載
費　

１
枠
１
０
４
０
円
（
月
額
）
×
掲
載
月
数

※
各
地
域
で
運
行
し
て
い
る
車
種
等
の

違
い
に
よ
り
、
掲
載
位
置
や
面
積
が
異

な
り
ま
す
。

■
掲
載
期
間　

４
月
～（
１
か
月
単
位
）

■
提
出
書
類　

田
辺
市
有
料
広
告
掲
載

申
込
書
、
広
告
原
稿
、
市
区
町
村
税
完

納
証
明
書

☆
路
線
バ
ス
・
住
民
バ
ス
の
運
行
区
間
、

運
行
形
態
な
ど
、
詳
し
く
は
左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☆
◇
企
画
広
報
課 

企
画
調
整
係
（
本

庁
舎
３
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
３

◇
各
行
政
局 

総
務
課

☆
23
ペ
ー
ジ
参
照

路
線
バ
ス
・
住
民
バ
ス
の
有
料

広
告
を
募
集
し
ま
す

■
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
と
は

　

雑
誌
そ
の
も
の
を
図
書
館
に
寄
贈

し
て
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、
ス
ポ
ン

サ
ー
に
雑
誌
購
入
代
金
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
制
度
で
す
。
購
入
雑
誌
は
、
図

書
館
本
館
の
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
に
並
び
ま

す
。
雑
誌
の
表
紙
及
び
書
架
に
、
ス
ポ

ン
サ
ー
名
と
広
告
を
表
示
し
ま
す
。 

■
ス
ポ
ン
サ
ー
の
対
象　

個
人
・
企
業
・

商
店・団
体
等
（
市
内
外
を
問
い
ま
せ
ん
）

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
ス
ポ
ン
サ
ー
の
対
象
と
な
る
雑
誌

　

原
則
、
図
書
館
が
作
成
し
た
「
雑
誌

リ
ス
ト
」
か
ら
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
す

が
、「
雑
誌
リ
ス
ト
」
に
な
い
雑
誌
も

検
討
し
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

雑
誌
リ
ス
ト
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

■
受
付　

年
度
を
単
位
と
し
て
随
時
受

付
を
行
い
ま
す
。

☆
市
立
図
書
館

☆
０
７
３
９
（
２
２
）
０
６
９
７

☆h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/tosho/zassi.htm
l

雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
を
募
集
し
ま
す



有 料 広 告
１枠単独（縦 46mm × 横 85mm）

有 料 広 告
２枠連結（縦 46mm × 横 174mm）
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有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。 有料広告 広告主及び広告内容については、市が推奨等するものではありません。広告内容についてのお問合せは、直接広告主にお願いします。

　本紙（広報田辺）及び田辺市のホームページに掲載する有
料広告を募集しています。
　広告掲載を希望される方は、広告原稿を添えて掲載を希望
する月の２か月前の 20 日までにお申し込みください。詳し
くは、企画広報課 広聴広報係までお問い合わせください。
☎ 0739-26-9963　　http://www.city.tanabe.lg.jp/kikaku/koukoku-kouhou.html

広報紙・ホームページへ広告を載せてみませんか？

有 料 広 告 募 集 中 ！

　　エコ暮らしはじめよう！

第 4回　身近にできるリサイクル活動

　家庭から出る古紙類（段ボール・新聞・
雑誌）等は、市内の自治会、子どもクラブ
などの営利を目的としない団体で集団回収
が行われ、このほか、市の公共施設などで
も拠点回収として古紙類等の回収を行って
います。
　日本では近年、紙の消費量が減少してき
ていますが、それでも世界の中では消費量
の多い国です。そのような中でも古紙の回
収率や利用率は世界トップクラスを誇って
います。身近にできるリサイクル活動とし
て、地域の集団回収や拠点回収のより一層
の利用をお願いします。

■古紙類の集団回収を始めませんか
　ごみ減量とリサイクル推進のため、古紙
類等の集団回収を行う団体に対して、回収
量 1㎏につき 4 円の奨励金を補助していま
す。新たに古紙類等の集団回収を始める場
合は、事前に市への登録が必要となります。
　対象は市内の自治会、子どもクラブ、女
性会、老人クラブ、PTA などの営利を目的
としない団体です。
　詳しくは、廃棄物処理課（★ 0739―24―

■
令
和
５
年
度
の
接
種
期
限
は
３
月
31

日
㊐
で
す

　

令
和
5
年
度
の
定
期
接
種
対
象
の
方

に
は
、
依
頼
券
と
予
診
票
を
令
和
５
年

5
月
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

自
己
負
担
額
３
０
０
０
円
で
接
種
で

き
ま
す
。

★
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

高
齢
者
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種

に
つ
い
て

令和 6 年度から

・65 歳の方
・60 歳以上 65 歳未満で一定の障害を
有する方

★
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
令
和
６
年
４

月
１
日
現
在
、
65
歳
、
70
歳
の
方
で
、

過
去
に
助
成
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方

■
助
成
金
額　

上
限
4
0
0
0
円（
１

人
に
つ
き
１
回
の
み
）

※
接
種
費
用
に
つ
い
て
は
各
医
療
機
関

へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
ワ
ク
チ
ン
の
種
類　

ワ
ク
チ
ン
は
２

種
類
あ
り
ま
す
。
効
果
や
接
種
対
象
な

ど
に
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
医

師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
①
医
療
機
関
で
予
防
接
種
を
受
け
、

予
防
接
種
費
用
を
全
額
支
払
い
、
領
収

書
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
領
収
書
は
、
金
額
・
接
種
年
月
日
・

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
が

分
か
る
も
の

②
本
人
確
認
書
類
・
印
鑑
・
領
収
書
・

本
人
の
振
込
先
口
座
番
号
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
の
上
、
左
記
又
は
各

行
政
局
住
民
福
祉
課（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

の
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

③
後
日
、
助
成
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

■
申
請
期
限　

３
月
31
日
㊐

★
健
康
増
進
課 

健
康
管
理
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
2
階
）　

★
0
7
3
9
（
２
６
）
4
9
0
1

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
費
用
を
助

成
し
ま
す

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
犬
の
登
録

を
す
る
と
と
も
に
、
毎
年
１
回
の
狂
犬

病
予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
４
月
に
巡

回
で
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
を
行
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

★
◇
龍
神　

４
日
㊍
、
５
日
㊎

◇
本
宮　

８
日
㊊
、
９
日
㊋

◇
旧
田
辺　 

11
日
㊍
～
13
日
㊏

◇
中
辺
路　

15
日
㊊
、
16
日
㊋

◇
大
塔　

17
日
㊌
、
18
日
㊍

★
１
頭
に
つ
き

・
注
射
手
数
料　

3
2
5
0
円

・
登
録
手
数
料　

3
0
0
0
円
（
未
登

録
の
場
合
）

★
手
数
料
、
通
知
は
が
き
（
３
月
中
に

送
付
）、
ふ
ん
尿
の
処
理
を
す
る
袋

　

巡
回
場
所
や
時
間
等
、
詳
し
く
は
通

知
は
が
き
又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

★
◇
健
康
増
進
課 

庶
務
係
（
市
民
総

合
セ
ン
タ
ー
2
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

★h
ttps://w

w
w

.city.tan
abe.

lg.jp/kenkou/dog.htm
l

◇
各
行
政
局 

住
民
福
祉
課 

★
23
ペ
ー
ジ
参
照　

海
上
保
安
官
を
募
集
し
ま
す

【
海
上
保
安
学
校
生
採
用
試
験（
特
別
）】

■
受
付
期
間　

３
月
11
日
㊊
ま
で

■
一
次
試
験
日　

５
月
12
日
㊐

■
試
験
会
場　

和
歌
山
市
等

【
海
上
保
安
官
採
用
試
験
】

■
受
付
期
間　

３
月
25
日
㊊
ま
で

■
一
次
試
験
日　

５
月
26
日
㊐

■
試
験
会
場　

神
戸
市
、
名
古
屋
市
等

　

対
象
や
申
込
み
方
法
等
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
田
辺
海
上
保
安
部 

管
理
課

★
０
７
３
９
（
２
２
）
２
０
０
２

★h
ttp

s://w
w

w
.kaih

o
.m

lit.
go.jp/recruitm

ent/

■
令
和
6
年
度
か
ら
対
象
者
を
変
更
し

ま
す令和 5 年度まで

・65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、
90 歳、95 歳、100 歳になる方
・60 歳以上 65 歳未満で一定の障害を
有する方

6218）へお問い合わせ
ください。
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市からのお知らせ Information

主な電話番号等

■田辺市役所　〒 646-8545 新屋敷町 1
☎ 0739-22-5300 ㈹　　0739-22-5310
■市民総合センター　〒646-0028高雄一丁目23-1
☎ 0739-26-4900 ㈹　　0739-26-4914
■龍神行政局　〒 645-0415 龍神村西 376
☎ 0739-78-0111 ㈹　　0739-78-0116
■中辺路行政局　〒646-1492 中辺路町栗栖川396-1
☎ 0739-64-0500 ㈹　　0739-64-0966

■大塔行政局　〒 646-1192 鮎川 2567-1
☎ 0739-48-0301 ㈹　　0739-49-0359
■本宮行政局　〒 647-1792 本宮町本宮 219
☎ 0735-42-0070 ㈹　　0735-42-0239
■市水道事業所　〒 646-0028 高雄三丁目 18-1
☎ 0739-24-0011 ㈹　　0739-24-7910
■市ごみ処理場　〒 646-0053 元町 2291-6
☎ 0739-24-6218 ㈹　　0739-24-4068

■防災行政テレフォンガイド
☎ 0120-963-910
※防災行政無線の放送内容が確認
できる電話案内サービスです。
■救急安心センター　☎＃ 7119

電話案内サービス

※つながりにくい場合は、市消防
本部（☎ 0739-22-0119）へご連
絡ください。

休日急患診療

☆田辺広域休日急患診療所（市民総
合センター玄関右側）　
☆内科、小児科、歯科の応急診療
☆☆㊐㊗　9時～ 11 時 30 分、13 時
～ 16 時
（※小児科のみ、㊏ 18 時～ 21 時 30
分も診療を行っています。）
　 0739-26-4909

防災行政メール等

全国版救急受診ガイド
「Q助」

　

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
実
施
医

療
機
関
に
予
約
を
し
て
接
種
し
て
く
だ

さ
い
。
費
用
は
無
料
で
す
。

★
◇
接
種
時
点
で
市
内
に
住
民
票
の
あ

る
小
学
６
年
生
～
高
校
１
年
生
相
当
年

齢
の
女
子

◇
平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
19
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
女
子
（
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
接
種
対
象
者
）

　

令
和
６
年
度
に
小
学
６
年
生
と
な
る

対
象
者
に
は
、個
別
通
知
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、高
校
２
年
生
と
な
る
対
象
者
は
、

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
対
象
者
に
移
行
す
る

た
め
、
依
頼
書
の
有
効
期
限
の
修
正
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
下
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
は
、
令
和
６

年
度
末
（
令
和
７
年
３
月
31
日
）
で
終

了
予
定
で
す
。
初
回
接
種
は
、
令
和
６

年
９
月
末
ま
で
に
実
施
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
県
外
で
接
種
さ
れ
る
方
な
ど

　

県
外
で
接
種
さ
れ
る
方
及
び
県
内
で

あ
っ
て
も
田
辺
市
と
広
域
予
防
接
種
の

契
約
を
し
て
い
な
い
医
療
機
関
で
接
種

さ
れ
る
場
合
は
、
申
込
み
フ
ォ
ー
ム
か

ら
申
請
い
た
だ
く
か
、
下
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
（
子
宮
頸
が
ん
）
予
防
接

種
に
つ
い
て

【「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
及
び
「
家

屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
の
縦
覧
】

★
４
月
１
日
㊊
～
30
日
㊋

★
税
務
課
、各
行
政
局
住
民
福
祉
課（
下

記
参
照
）

■
縦
覧
制
度
と
は

　

納
税
者
の
皆
さ
ん
が
土
地
や
家
屋
の

評
価
額
を
比
較
し
、
自
ら
が
所
有
す
る

土
地
や
家
屋
の
評
価
額
が
適
正
か
ど
う

か
に
つ
い
て
ご
確
認
い
た
だ
く
た
め
の

制
度
で
、
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
縦
覧
で
き
る
方

◇
市
内
に
所
在
す
る
土
地
及
び
家
屋
の

固
定
資
産
税
の
納
税
者

◇
納
税
者
と
同
一
世
帯
の
親
族

◇
納
税
管
理
人

◇
納
税
者
の
代
理
と
し
て
委
任
状
等
を

提
示
し
た
方

◇
法
の
規
定
に
よ
り
管
財
人
や
管
理
人

等
に
選
任
さ
れ
た
方

【
令
和
６
年
度　

固
定
資
産
課
税
台
帳

等
の
閲
覧
及
び
証
明
】

★
４
月
１
日
㊊
～

★
税
務
課
、
各
行
政
局
住
民
福
祉
課
、

各
連
絡
所
（
証
明
書
の
交
付
の
み
）

■
閲
覧
等
の
で
き
る
方

◇
所
有
者
（
納
税
者
）

縦
覧
帳
簿
等
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

◇
納
税
管
理
人

◇
所
有
者
（
納
税
者
）
の
代
理
と
し
て

委
任
状
等
を
提
示
し
た
方

◇
借
地
人
及
び
借
家
人

◇
令
和
６
年
１
月
２
日
以
後
に
新
た
に

所
有
者
と
な
ら
れ
た
方
や
、
法
の
規
定

に
よ
り
管
財
人
や
管
理
人
に
選
任
さ
れ

た
方

※
閲
覧
等
は
、
現
年
度
分
及
び
過
年
度

４
か
年
度
分
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
閲

覧
等
に
関
し
て
は
縦
覧
制
度
と
は
異
な

る
た
め
、
同
一
世
帯
の
親
族
の
方
で

あ
っ
て
も
、
所
有
者
（
納
税
者
）
か
ら

の
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

　

窓
口
に
来
ら
れ
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
等
、
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
固
定
資
産
の
所
有
者
（
納
税
者
）
以

外
の
方
は
、
他
に
も
必
要
書
類
等
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
左
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
税
務
課 

資
産
税
係
（
本
庁
舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
２
１

特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
が
始
ま

り
ま
す

　

令
和
６
年
度
の
保
険
税
（
料
）
の
特

別
徴
収
（
仮
徴
収
）
は
、
４
月
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
下
表
の
と

お
り
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

特
別
徴
収
は
、
保
険
税
（
料
）
を
年

金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
り
納
付
い
た
だ

く
方
法
で
、
年
６
回
の
年
金
定
期
支
給

時
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
納
付
方
法
の
変
更
に
つ
い
て 

◇
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料

　

特
別
徴
収
か
ら
、
申
請
に
よ
り
口
座

振
替
に
変
更
で
き
ま
す
。

◇
介
護
保
険
料

　

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

は
で
き
ま
せ
ん
。

★
健
康
増
進
課 

母
子
保
健
係
（
市
民

総
合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

★
0
7
3
9
（
２
６
）
4
9
0
1

★https://logoform
.jp/form

/
nA

hC
/130678

診
療
所
の
診
療
時
間
を
変
更
し

ま
す

変更前 変更後

中芳養
診療所

毎週㊍
13 時～ 15 時

毎週㊍
13 時～

14 時 30 分

本宮さくら
診療所

毎週㊌
9 時～ 12 時
14 時 30 分
～ 17 時

毎週㊌
9 時～ 12 時

★
◇
健
康
増
進
課 

庶
務
係
（
市
民
総

合
セ
ン
タ
ー
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
１

◇
本
宮
行
政
局 

住
民
福
祉
課

★
０
７
３
５
（
４
２
）
０
０
０
４

4 月 1 日から下記診療所の診療時間を変更
します。

和
歌
山
県
在
宅
育
児
支
援
事
業

給
付
金
（
令
和
５
年
度
支
給
分
）

の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

■
給
付
額　

月
額
1
万
５
０
０
０
円

（
最
大
15
万
円
）

★
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年
12

月
31
日
に
生
ま
れ
た
乳
児
を
家
庭
で
養

育
し
て
い
る
方
で
、
次
の
要
件
の
い
ず

れ
か
を
満
た
す
場
合

◇
同
一
世
帯
内
の
第
3
子
以
降

◇
市
民
税
所
得
割
合
算
額
が
7
万
７
１
０

１
円
未
満
で
あ
る
同
一
世
帯
内
の
第
２
子

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
申
請
期
限　

３
月
29
日
㊎

☆
子
育
て
推
進
課 

保
育
係
（
市
民
総

合
セ
ン
タ
ー
1
階
）

☆
０
７
３
９
（
２
６
）
４
９
０
４

☆https://w
w

w
.city.tanabe.lg.jp/

kosodatesuishin/index.htm
l

★
保
険
課 

保
険
税
係
（
本
庁
舎
２
階
）

★
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
５

保険税（料） 対象者 通知発送時期

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

2 月に特別徴収
された方

昨年 7 月に「納税（付）
通知書」又は「特別徴
収通知書」でお知らせ
しています。

新たに特別徴収
となる方 4 月上旬

介護保険料 特別徴収
される方 4 月上旬


